
江戸川区介護予防・日常生活支援総合事業についての説明会次第

（日時）
平成29年10月13日（金）午後7時から

（会場）
タワーホール船堀2F（福寿・桃源）

１ 福祉部介護保険課長 挨拶

２ 介護予防・日常生活支援総合事業について

（１）介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成

（２）平成３０年度以降における江戸川区が実施するサービス事業

（３）総合事業の指定手続きの流れ

（４）留意事項



（１）介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成
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（２）平成３０年度以降における江戸川区が実施するサービス事業

・区独自基準による緩和型サービスの導入を開始。
・区独自研修等による総合事業の担い手を創出する。

＜人員基準・設備基準等＞…Ｐ３、４
サービスを提供する法人等の提案により、ふさわしい基準等を相対で区が決定する。

＜サービス事業費の単価＞…Ｐ６、７
国が定める月額単価（報酬改定がある場合は、改定後の単価）を上限として、サービスを提供する

法人等の提案により、ふさわしい単価を相対で区が決定する。

但し、本体報酬の算定構造は基本的に月額定額払いをなくし、回数払いとする。

＜利用者負担割合＞
所得により１、２、３割負担（平成30年8月施行）とする。

あいたい

あいたい

【江戸川区の総合事業の特徴】



3

国基準 国基準と同等 緩和型

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準

人
員

①管理者：常勤・専従１人以上※
※管理者は、支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事
業所等の職務に従事可能。

②訪問介護員等：常勤換算2.5人以上
●資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者

③サービス提供責任者：常勤の訪問介護員等のうち、利用者
40人に１人以上（一部非常勤可）。
●資格要件：介護福祉士、実務研修修了者、3年以上介護等
の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者（※）

※介護職員初任者研修修了者に関しては、廃止が検討され
ており、今後変更となる可能性あり。

同左 相対にて決定していく
最低基準
①管理者：専従１人以上（非常勤可）
※管理者は、支障がない場合に限り他の職務に従事可能
同一敷地内ではない他事業所等の職務にも兼務可能

身体介護中心 生活援助中心
②従事者：必要な人数
●資格要件：介護福祉士、介護職
員初任者研修等修了者

③サービス提供責任者：
従事者のうち必要な人数
●資格要件：
介護福祉士、介護職員初任者研修
等修了者
（※2級訪問介護員のサービス提
供責任者配置減算は適用する。）

②従事者：必要な人数
●資格要件：介護福祉士、
介護職員初任者研修等修了
者他、区主催の研修
（P.5）または同等の研修
(例：OJT研修等）を受講し
た者（雇用者、有償ボラン
ティア等は問わず）

③サービス提供責任者：
従事者のうち必要な人数
●資格要件：
上記従事者と同じ

設
備

①事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
②必要な設備・備品

同左 同左

運
営

①個別サービス計画の作成
②運営規程等の説明・同意
③提供拒否の禁止
④訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理
⑤秘密保持等
⑥事故発生時の対応
⑦廃止・休止の届出と便宜の提供等

同左 同左
※ ②運営規程による説明・同意の代わりに、契約書・重要事項

説明書による説明・同意でも可とする。

平成２９年度まで 平成３０年度以降
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国基準 国基準と同等

緩和型
（国基準サービス（要介護）と一体的に提供する場合、現
行相当基準のみとなる。

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準

人
員

①管理者：常勤・専従１人以上
※管理者は、支障がない場合、他の職務、同一敷地内の

他事業所等の職務に従事可能。
②生活相談員等：専従1人以上
③看護職員：専従1人以上
④介護職員：～15人 専従1人以上

15人～ 利用者1人につき専従0.2人以上
（生活相談員・介護職員の1以上は常勤）

⑤機能訓練指導員:1人以上

同左 相対にて決定していく
最低基準
①管理者：専従１人以上（非常勤可）
※管理者は、支障がない場合に限り他の職務に従事可能。
（同一敷地内ではない他事業所等の職務にも従事可能）

②従事者：必要な人数
区主催の研修（P.5）または同等の研修（例：OJT研修）
を受講した者（雇用者、有償ボランティア等は問わず）

設
備

①食堂・機能訓練室（3㎡×利用定員以上）
②静養室・相談室・事務室
③消火設備その他の非常災害に必要な設備
④必要なその他の設備・備品

同左 サービスを安全かつ継続的に提供するために
必要な場所及び設備・備品

運
営

①個別サービス計画の作成
②運営規程等の説明・同意
③提供拒否の禁止
④衛生管理
⑤秘密保持等
⑥事故発生時の対応
⑦廃止・休止の届出と便宜の提供等

同左 同左
※ ②運営規程による説明・同意の代わりに、契約書・重

要事項説明書による説明・同意でも可とする。

平成２９年度まで 平成３０年度以降
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日程 講義内容 講義時間

1日目 ・江戸川区の総合事業の考え方について
・コミュニケーションマナー
・職業倫理
・個人情報保護及び守秘義務について

4時間

2日目 ・援助(ケア）の基本
清潔の保持、緊急時の対応、認知症の理解等

4時間

１ 緩和型サービスにおける従事者の要件にある、江戸川区主催の研修は下記のとおり実施
する

２ 同等の研修（例：ＯＪＴ研修など）を開催する場合には、講義内容や時間数等について、
同等以上のものを実施する

従事者の要件である江戸川区主催の研修または同等の研修とは
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総合事業（訪問型・通所型）の単価設定に関する考え方

◎サービス事業費の単価は、国が定める月額単価（報酬改定がある場合は、改定後の単価）を上限として、

　サービスを提供する法人等の提案により、ふさわしい単価を区が決定する。

＜基本的な考え方＞

※①・②・④・⑤は事業対象者・要支援１・２とし、③・⑥は事業対象者・要支援２とする。

…Ｐ.８

…Ｐ.８

30分以下

緩和型の例

国基準と同等の場合※

第7期の訪問型

45分程度
緩和型

減算
2級訪介護員のサービス提供責任者配置減算など国基準と
同等に準ずる

基準緩和型の場合※

国基準と同等

292単位
（1,168単位/4回）

①週１回程度で月の利用が４回以上になる場合、１，１６８単位とする
②週２回程度で月の利用が８回以上になる場合、２，３３５単位とする
③週２回超程度で月の利用が１２回以上になる場合、３，７０４単位とする

④週１回程度で利用の月合計単位の上限は、１，１６８単位とする
⑤週２回程度で利用の月合計単位の上限は、２，３３５単位とする
⑥週２回超程度で利用の月合計単位の上限は、３，７０４単位とする

291単位以下
1回 230単位 180単位

加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅴ、初回加算、生活機能向上
連携加算など国基準と同等に準ずる
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●送迎をしない場合は、送迎ありから48単位差し引いた単位とする。

…Ｐ.８

…Ｐ.８
減算

事業所と同一建物に居住する利用者の送迎費用の
減算など国基準と同等に準ずる

第7期の通所型

1回 411単位

国基準と同等
緩和型

（送迎あり）
緩和型

（送迎なし）

410単位以下 362単位以下

緩和型の例
（4時間未満）

290単位
（送迎なし）

介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅴ、事業者評価加算、
運動器機能向上加算など国基準と同等に準ずる

①事業対象者・要支援１で月の利用が４回以上になる場合、１，６４７単位とする
②事業対象者・要支援2で月の利用が８回以上になる場合、３，３７７単位とする

国基準と同等の場合

加算

基準緩和型の場合

①事業対象者・要支援1で月合計単位の上限は、１，６４７単位とする
②事業対象者・要支援2で月合計単位の上限は、３，３７７単位とする
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加算については、原則、算定内容・算定要件・単価等、平成３０年度以降の国基準サービス（報酬改定後）に
準じる。
また、割合によって算定される加算については、所定単位数ではなく、1回当たりのサービス費に対して国基準

と同等の加算区分に応じた割合の単位（報酬改定後）を取得できるものとする。算定単位は1回につきの出来高払
いとする。
（例：介護職員処遇改善加算）

訪問型サービス1回当たりのサービス費291単位 介護職員処遇改善加算Ⅰ291単位×(137/1000)=40単位
通所型サービス1回当たりのサービス費411単位 介護職員処遇改善加算Ⅰ411単位×( 59/1000)=24単位

加算 …Ｐ６．７

減算 …Ｐ６．７

減算についても、原則、算定内容・算定要件・単価等、平成３０年度以降の国基準サービス（報酬改定後）に
準じる。なお、減算前の単位から減算分の単位を差し引き、単位を決定する。



（３）総合事業の指定手続きの流れ
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4月

　

サ
ー

ビ
ス
提
供
・
給
付
管
理
開
始

10月 11月 12月 １月 2月 3月

総
合
事
業
に
関
す
る
説
明
会

第7期に向けた総合事業多様なサービスのスケジュール

〈第６期〉 〈第７期〉

総合事業申請受付期間

(10/30～12/28）

※P.10参照

総合事業指定決定通知

交付期間（12月～1月）

総合事業ケアマネジメント

期間（2月～）

総合事業の担い手

研修（区主催）※

報酬改定後

サービスコード

等掲載
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申請の受付は下記のとおり段階的に開始し、順次決定通知を交付する。
※申請状況により決定通知交付時期が前後する場合があります。

（１）「国基準と同等」を提案する場合の受付期間
申請書類については、事務負担軽減のため一部簡略化する。
申請受付期間 決定通知交付期間

①10月30日（月）～ 11月9日（木） → ～12月20日（水）前後
②11月10日（金）～11月20日（月） → ～ 1月17日（水）前後
③11月21日（火）～11月30日（木） → ～ 1月31日（水）
※上記以降の申請も可能とするが、決定通知の交付は2月1日以降となる。

（２）「緩和基準」を提案する場合の受付期間
①電話での事前のアポイントを取ることを必須とする。期間：10月30日（月）～11月17日（金）
アポイントを取る際にサービス内容、人員・設備基準、単価等の提案イメージの聞き取りをする。

（連絡先：介護保険課事業者調整係 03-5662-0032）
②相対による申請内容によっては修正等に時間を要する場合がある。
③12月28日（木）までに申請内容が確定した場合は、決定通知を1月31日（水）までに交付する。
＜決定通知の交付が2月1日（木）以降になる場合＞
①事前のアポイントが期間を過ぎてしまった場合
②12月28日（木）までに申請内容が確定できなかった場合

指定申請受付期間の日程（「国基準と同等」と「緩和基準」）



①総合事業指定手続きの留意点

・指定申請書類については、10月25日（水）までに江戸川区介護保険のページ及びケア倶楽部にて、掲載する。

・報酬単価に関しては、平成30年度介護報酬改定の後に確定する予定。従って、指定決定時は暫定報酬単価とな

る場合がある。
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②他自治体に所在する事業所への指定について

他自治体に所在する事業所についても、平成30年4月1日以降は区独自指定を行う。

③区独自指定（A2・A6）事業所の指定手続きについて

・区独自指定（A2・A6）事業所は、指定期間が平成30年4月1日以降となっているが、国基準と同等の事業を継
続する場合であっても、指定に関する手続きが必要となる。但し、指定申請書類等は簡略化する。

・一方で、基準緩和を行う場合は、新規指定に準じた手続きが必要となる。



② 平成30年度通所型サービス事業所事業所評価加算の申し込みについて

通所型サービスみなし指定（A5）の事業所
・申し込み、問い合わせ先：東京都

江戸川区独自として指定を受けている（A6）事業所
・申し込みは平成29年10月19日（木）までの提出期限とし、詳細については江戸川区介護保険のページ及びケ
ア倶楽部にて掲載

③ 介護給付費等のISDN回線による請求期限について

国保連合会への介護給付費等のISDN回線による請求は平成30年3月31日までとなる。
詳細については、介護保険のページ及びケア倶楽部にて掲載。
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① 本説明会の内容に関する質問について

・今回の資料と質問票は、10月16日（月）に江戸川区介護保険のページ及びケア倶楽部に掲載する。
・本件に関する質問は質問票により、メールにて受け付けする。受付期間：10月16日（月）～10月20日（金）
・質問に対する回答は10月27日（金）に江戸川区介護保険のページ及びケア倶楽部に掲載する。
・10月30日（月）から指定申請受付を開始する。

（４）留意事項


